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東香里図書館分室の閉館について

　東香里分室に利用登録しており、分室を利用しよ
うとしましたが、日曜日が休館であるなど、開館の
時間設定等が利用者本位ではなく、利用したいと思
いません。閉館について、税金の無駄遣いをなくす
ことは筋論ですが、市民サービスが前提ではないで
しょうか。

　人口減少、ＩＴ化の進展など、図書館サービスの環境変化が著しい中で、施設の老朽化やバリアフリー化の遅れなどの課
題に加え、利用人数の減少、貸出冊数などの状況を勘案し、図書館分室の見直しを進めております。
　東香里分室の見直しの方向性については、地域における読書環境の維持を図るため、地域の集会所等に図書館から図
書を配本する「本のある地域の新たな居場所づくり」へ転換できるよう、地域の方々へ働きかけを行っているところです。
　現在、平成32年夏頃の開館予定として香里ケ丘図書館の建替えを進めており、書架スペースが従来の約２倍になること
や、駐車場も新たに設置することから、利用頻度も増えると考えております。

2018/12/13 2019/1/7 中央図書館

歩道のバリアフリー化について
　バリアフリーが盛んに言われているなか、なぜ、未
だに歩道と車道に段差をつけているのでしょうか。
困っている方もおられます。

　本市では、高齢者や障害のある方をはじめ、だれもが安全・快適に安心して移動できる魅力と活気にあふれるまちづくりを
推進するための「バリアフリー基本構想」を策定し、利用者の多い主要駅から、公共施設及び文化施設、医療福祉施設など
への移動経路を定め、歩道と車道の段差解消などのバリアフリー化に取り組んでおります。
　前述以外の道路については、緊急性や必要性等に応じて、日常の補修工事として段差解消などのバリアフリー化を順
次、進めているところです。

2018/12/19 2019/1/7 土木政策課

再任用職員の職務について

　再任用職員は、各分野で活躍されたベテランが多
いと思います。そこで、枚方市の活性化についての
提案を毎年一つ以上出してもらうべきだと考えま
す。
　また、現在の仕事に見合う給料を支払うべきだと
思います。

　再任用職員については、本市の活性化等のため果たすべき役割や心構え等について、記述するレポートの提出や面接を
毎年度行った上で、任用の可否について判断することとしております。
　また、本市職員の給与については、これまでから地方公務員法が掲げる国、他の地方公共団体の職員や民間事業の従
事者の給与等を考慮する「均衡の原則」や「情勢適応の原則」に適うよう、本市職員給与条例を制定し支給しており、再任用
職員についても、同条例に基づき、職務・職責に応じた職務の級により給料月額を支給しているほか、管理職の者について
は、一般職の職員の管理職手当等に関する規則に基づき、正職員と同額の管理職手当を支給しております。今後も、適正
な人事管理に取り組んでまいります。

2018/12/25 2019/1/15
人事課
職員課

おくやみコーナーの設置について

　神戸市では、「おくやみコーナー」が設置され、遺
族が窓口に行けば、市役所に関する手続きの一覧
表が渡され、職員から説明を受けながら漏れなく手
続きができる取り組みが行われています。このよう
な取り組みを枚方市でも進めてください。

　本市での死亡届に伴う手続きについては、本庁舎（夜間窓口を含む）及び各支所において、死亡届を受付し埋火葬許可
証を発行する際に、ご遺族の方に対して（または提出された業者を介して）健康保険や介護保険に関するものなど「死亡届
に伴う手続き」の一覧表をお渡しして、ご案内しております。
　新たな窓口の設置など、市役所の組織編成に関しましては、社会経済状況や行政課題等を踏まえ、より効率的で機能的
な執行が図れる体制を確保するため、必要な見直しを実施しております。今後も必要な見直しを行いながら、市民サービス
の向上に取り組んでまいります。

2019/1/4 2019/1/22
市民室
行革推進課

2023年以降の成人式について

　成人年齢が2022年４月から18歳になることを受
け、2023年の成人式が気になっています。成人式の
対象が18歳になれば、2023年１月に19歳・20歳にあ
たる人たちは、どうなるのか。18歳の１月は大学入
試の直前です。成人式は、20歳で祝うようにお願い
します。

　民法改正により、2022年４月１日から成年年齢が18歳に引き下げられることになり、2023年以降の「枚方市成人祭」の対
象年齢については、様々なご意見や他市の状況、社会情勢等を踏まえ、慎重に検討する必要があると考えております。
　当該年度に成年となる18歳から20歳の成人祭については、実施方法等を考慮した上で対象年齢を確定し、市民の皆様に
お伝えしてまいります。

2019/1/15 2019/1/30 社会教育課
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